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広 島 県 内 投 資 促 進 助 成 要 綱 

  

令和３年４月１日 制定   

令和３年８月１日 一部改正 

令和４年４月１日 一部改正 

令和５年５月１日 一部改正 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、活力ある産業の集積、雇用機会の拡大、イノベーションの強化、県内産業の

生産性の向上及び新たな付加価値の創出を図り、もって広島県産業の継続的な発展と県民

生活の安定に資するため、広島県内で先端・成長分野に関する製造・研究開発等の事業に

係る設備投資を行う者等及び本社機能を広島県内に移転する者等に対し、広島県内投資促

進助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、その交付については、広島県

補助金等交付規則（昭和48年広島県規則第91号。以下「規則」という。）に規定するもの

のほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 先端・成長産業集積事業 別表第１に掲げる技術分野に関する製品若しくはその部材

の製造の用に供するため、工場若しくは当該技術分野に関する試験研究施設（設備を含

む。以下「先端工場等」という。）を設置し、又は既存の工場等において設備を新設

し、増設し、若しくは更新（以下「新設等」という。）する事業をいう。 

⑵ 先端・成長研究開発集積事業 別表第１に掲げる技術分野に関する製品若しくはその

部材の製造の用に供するため、当該技術分野に関する研究開発施設若しくは研究開発か

ら量産に係る一連の施設（設備を含む。以下「先端研究開発施設等」という。）を設置

し、又は既存の施設等において設備を新設等する事業をいう。 

⑶ 大規模産業集積事業 別表第２に掲げる業種に属する事業又は建設される事業場（設

備を含む。以下同じ。）の所在地を管轄区域とする市町（以下「地元市町」という。）

の産業振興を目的とした補助金等（補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金を

いう。）であって、設備投資に係るもの（土地に係るものを除く。以下「市町補助金

等」という。）の交付の対象とされている事業の用に供する事業場を設置し、又は既存

の事業場において設備を新設等する場合であって、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット化若しくは

それらに関連する設備投資又は付加価値の向上が認められる設備投資を行う事業をい

う。 

⑷ 産業集積事業 別表第２に掲げる業種に属する事業又は地元市町の市町補助金等の交

付の対象とされている事業の用に供する事業場を設置し、又は既存の事業場において設

備を新設等する事業をいう。 
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⑸ 地域活力再生支援事業 県内の従業員500人以上の事業場の休止・閉鎖が発表された

場合において、当該事業場（以下「休止等大規模事業場」という。）内に事業場を有す

る事業者又は当該事業場の事業に関する一定以上の受注取引を行う事業者が、別表第２

に掲げる業種に属する事業又は地元市町の市町補助金等の交付の対象とされている事業

の用に供する事業場を設置し、又は既存の事業場において設備を新設等する事業をい

う。 

⑹ 企業人材転入事業 別表第２に掲げる業種に属する事業、デジタル系企業（メディ

ア、スポーツ、医療、教育関係事業を含む）、広島県が取り組むひろしまサンドボック

スのプロジェクト参加企業若しくは会員企業による事業又は地元市町の市町補助金等の

交付の対象とされている事業の用に供するため、地域再生法施行規則（平成17年内閣府

令第53号）第８条各項に規定する特定業務施設（以下「本社機能」という。）のうち研

究開発部門を除く業務施設を広島県外から広島県内に移転する事業をいう。 

⑺ 研究開発機能拠点化事業 別表第２に掲げる業種に属する事業又は地元市町の市町補

助金等の交付の対象とされている事業の用に供するため、本社機能のうち研究開発部門

に関する業務施設を広島県外から広島県内に移転若しくは広島県内に新設する事業をい

う。 

⑻ ひろしまオフィスプランニング助成事業（短期プロジェクト参加型） 別表第２に掲

げる業種に属する事業、デジタル系企業（メディア、スポーツ、医療、教育関係事業を

含む）、広島県が取り組むひろしまサンドボックスのプロジェクト参加企業若しくは会

員企業若しくはCampsセミナー登壇企業による事業又は地元市町の市町補助金等の交付

の対象とされている事業の用に供するため、本社機能を広島県外から広島県内に移転・

分散することを検討する場合で、広島県内のシェアオフィス等に月５日以上入居する事

業をいう。 

⑼ リース事業者等 県又は県土地開発公社と土地売買契約を締結するリース業者、資産

の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定する特定目的会社

その他の企業立地を支援する事業者であって、当該土地売買契約に係る土地又は当該土

地に設置された先端工場等又は事業場（以下これらを総称して「事業場等」という。）

を運営主体となる者に賃貸することについて、県又は県土地開発公社が承認したものを

いう。 

⑽ 新規雇用常用労働者 この要綱により助成金の交付を受ける事業の実施に伴って事業

場等に新たに採用され、継続して常時雇用される労働者（これらの事業を行う者の従業

員であって、これらの事業の実施に伴って県外の事業場等から新たに転入する者を含

む。）をいう。 

⑾ 研究開発者 この要綱により助成金の交付を受ける事業の実施に伴って設置される研

究開発部門に関する事業場に従事する労働者をいう。 

⑿ 中小企業者 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成19年法律第40号）第２条第３項各号のいずれかに該当する者をいう。 
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⒀ 設備投資額 この要綱に定める事業についての建物及び設備等の購入代金の額、建設

請負代金の額、建物以外の所有権移転ファイナンス・リース取引（法人税法（昭和40年

法律第34号）第64条の２第３項に規定するリース取引であって法人税法施行令（昭和40

年政令第97号）第48条の２第５項第５号イに該当するリース取引をいう。以下同じ。）

の元金の額又は所有権移転ファイナンス・リース取引に準じると知事が認める取引に係

る費用の額から、公租公課その他知事が別に定めるもの（以下「公租公課等」とい

う。）を除いた額の合計額をいう。 

⒁ 中山間地域 広島県中山間地域振興条例（平成25年広島県条例第44号）第２条第１項

に規定する中山間地域をいう。 

⒂ 初期コスト 企業人材転入事業及び研究開発機能拠点化事業については、建物（中山

間地域へ事業場等を移転・分散又は新設する場合に限る）及び設備等の購入代金の額、

建設請負代金の額、事業場等改修代金の額又は事務機器等のリース代金の最大12か月分

の費用から、公租公課等を除いた額をいい、ひろしまオフィスプランニング助成事業

（短期プロジェクト参加型）については、事務機器等のリース代金及び移動費用及び宿

泊費用等の額から、公租公課等を除いた額をいう。ただし、土地の取得に要する費用を

除く。 

⒃ 人材確保経費 この要綱に定める事業について研究開発者として新たに採用する労働

者の人材紹介手数料や外国人研究開発者の採用に係る費用等の額から、公租公課等を除

いた額の合計額をいう。 

⒄ 研究開発経費 県内の大学（高等専門学校を含む）、公設試験研究機関及び企業と共

同研究を行う場合における研究開発費、コンサルティング料金及び移動費用等の額か

ら、公租公課等を除いた額をいう。 

⒅ 固定資産税評価額 この要綱に定める事業により取得した地方税法（昭和25年法律第

226号）第341条第３号に規定する家屋及び同条第４号に規定する償却資産に課される固

定資産税の同法第341条第５号に規定する価格をいう。 

⒆ 事業者 会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する会社をいう。 

⒇ 外国企業 会社法第２条第２号に規定する外国会社をいう。 

(21) 県営産業団地等 県又は県土地開発公社が造成し、産業振興を目的として分譲する

団地をいう。 

(22) 同一敷地 原則として連続した一区画内の土地をいい、土地が道路、河川、鉄道等

を隔てて直ちに隣接している場合にあっては、これらの土地は、同一敷地とみなす。た

だし、県営産業団地等にあっては、県又は県土地開発公社と新たに締結する土地売買契

約に係る土地とこれに隣接する土地は、同一敷地とみなさない。 

(23) カーボンリサイクル 二酸化炭素を資源としてとらえ、これを分離、回収し、多様

な炭素化合物として再利用する技術。 

 

（助成金の交付） 
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第３条 県は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、予算の範囲内で助成金の交付を

行うものとする。 

⑴ 既存の建物を取得して行う先端・成長産業集積事業にあっては次のイからホまでに掲

げる要件を、それ以外の先端・成長産業集積事業にあっては次のイからハまでに掲げる

要件を備えるものであって、知事が指定するもの（以下本則において「指定先端・成長

産業集積事業」という。）を実施し、自ら当該先端工場等若しくは設備を使用する事業

者又は指定先端・成長産業集積事業を実施するリース事業者等 

 イ 新規雇用常用労働者が10人以上のものであって、引き続きこの水準を維持すること

が確実であること。ただし、当該事業で別表第１に掲げる技術分野のうち、安心・誇

り・挑戦ひろしまビジョンに掲げる健康・医療関連分野、環境・エネルギー分野、航

空機産業分野に関する指定先端・成長産業集積事業にあっては、事業着手前の常時雇

用される労働者数の水準を維持することが確実であること。 

 ロ 当該事業により設置する先端工場等又は新設等する設備が、次号から第７号までの

規定による助成の対象とされていないこと。 

 ハ 同一敷地内で過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ニ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

 ホ 設備投資額（この号において、既存の建物の取得に要する費用を除く。）の２分の

１以上が、別表第１に掲げる技術分野に関する製品又はその部材の製造の用に直接供

するための設備の新設又は増設に充てられるものであること。 

⑵ 既存の建物を取得して行う先端・成長研究開発集積事業にあっては次のイからトまで

に掲げる要件を、それ以外の先端・成長研究開発集積事業にあっては次のイからホまで

に掲げる要件を備えるものであって、知事が指定するもの（以下本則において「指定先

端・成長研究開発集積事業」という。）を実施し、自ら当該先端施設等若しくは設備を

使用する事業者又は指定先端・成長研究開発集積事業を実施するリース事業者等 

 イ 当該事業により設置する先端施設等又は新設等する設備が、研究開発若しくは研究

開発から量産に係る一連の投資であること。 

 ロ 設備投資額が1000億円以上であること。 

 ハ 新規雇用常用労働者が100人以上のものであって、引き続きこの水準を維持するこ

とが確実であること。 

 ニ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前号及び次号から第７号ま

での規定による助成の対象とされていないこと。 

 ホ 同一敷地内で過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 へ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

 ト 設備投資額（この号において、既存の建物の取得に要する費用を除く。）の２分の

１以上が、別表第１に掲げる技術分野に関する製品又はその部材の製造の用に直接供

するための設備の新設又は増設に充てられるものであること。 

⑶ 既存の建物を取得して行う大規模産業集積事業にあっては次のイからトまでに掲げる
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要件を、それ以外の大規模産業集積事業にあっては次のイからホまでに掲げる要件を備

えるものであって、知事が指定するもの（以下本則において「指定大規模産業集積事

業」という。）を実施し、自ら当該事業場若しくは設備を使用する事業者又は指定大規

模産業集積事業を実施するリース事業者等 

 イ 中小企業者以外の事業者にあっては設備投資額が50億円以上、中小企業者にあって

は設備投資額が10億円以上であること。 

 ロ ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット化若しくはそれらに関連する設備投資又は付加価値の向上

が認められる施設・設備投資であること。 

 ハ 事業着手前の常時雇用される労働者数の水準を維持することが確実であること。 

 ニ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前２号及び次号から第７号

までの規定による助成の対象とされていないこと。 

 ホ 同一敷地内で過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ヘ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

 ト 設備投資額（この号において、既存の建物の取得に要する費用を除く。）の２分の

１以上が、別表第２に掲げる業種に属する事業の用に直接供するための設備の新設又

は増設に充てられるものであること。 

⑷ 既存の建物を取得して行う産業集積事業にあっては次のイからへまでに掲げる要件

を、それ以外の産業集積事業にあっては次のイからニまでに掲げる要件を備えるもので

あって、知事が指定するもの（以下本則において「指定産業集積事業」という。）を実

施し、自ら当該事業場若しくは設備を使用する事業者又は指定産業集積事業を実施する

リース事業者等 

 イ 中小企業者以外の事業者にあっては設備投資額が50億円未満、中小企業者にあって

は設備投資額が10億円未満であること。 

 ロ 新規雇用常用労働者が５人以上のものであって、引き続きこの水準を維持すること

が確実であること。ただし、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット化若しくはそれらに関連する設

備投資を行うもの、付加価値の向上が認められる設備投資を行うもの又は中山間地域

内で行われるものにあっては、事業着手前の常時雇用される労働者数の水準を維持す

ることが確実であること。 

 ハ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前３号及び次号から第７号

の規定による助成の対象とされていないこと。 

 ニ 同一敷地内で過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ホ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

  へ 設備投資額（この号において、既存の建物の取得に要する費用を除く。）の２分の 

   １以上が、別表第２に掲げる業種に属する事業の用に直接供するための設備の新設又

は増設に充てられるものであること。 

⑸ 既存の建物を取得して行う地域活力再生支援事業にあっては次のイからホまでに掲げ

る要件を、それ以外の地域活力再生支援事業にあっては次のイからハまでに掲げる要件



 - 6 - 

 

 

を備えるものであって、知事が指定するもの（以下本則において「指定地域活力再生支

援事業」という。）を実施し、自ら当該事業場若しくは設備を使用する事業者又は指定

地域活力再生支援事業を実施するリース事業者等 

 イ 休止等大規模事業場内に事業場を有する事業者又は休止等大規模事業場の事業に関

する受注取引額が全体の受注取引額の10パーセント以上である事業者であること。 

 ロ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前４号、次号及び第７号の

規定による助成の対象とされていないこと。 

 ハ 同一敷地内で過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ニ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

  ホ 設備投資額（この号において、既存の建物の取得に要する費用を除く。）の２分の 

   １以上が、別表第２に掲げる業種に属する事業の用に直接供するための設備の新設又

は増設に充てられるものであること。 

⑹ 企業人材転入事業にあっては次のイからトまでに掲げる要件を備えるものであって、

知事が指定するもの（以下本則において「指定企業人材転入事業」という。）を実施

し、自ら当該事業場を使用する者 

 イ 本社機能（研究開発部門を除く。）に勤務する３人以上の常用労働者（代表者及び

役員を含む。）を広島県外から広島県内の当該事業場に異動させ、当該事業場の常用

労働者（代表者及び役員を含まない。）が３人以上増加すること。ただし、次条の規

定による指定申請日の１年前までに日本国内に工場、支店、営業所等がない状態で広

島県内を本社として法人登記（以下「国内初立地」という。）する外国企業である場

合にあっては、広島県外から広島県内へ異動した常用労働者（代表者及び役員を含

む。）又は新規雇用常用労働者のいずれか１人以上とし、常用労働者４人以上の事業

者であって代表者が異動する場合又は常用労働者４人以上の事業者であって中山間地

域へ事業場等を移転・分散又は新設する場合にあっては、広島県外から広島県内へ異

動した常用労働者（代表者及び役員を含む。）１人以上とする。 

 ロ 広島県外から広島県内の当該事業場に異動した常用労働者（代表者及び役員を含

む。）及びその家族（配偶者並びに１親等内の血族及び姻族に限る。以下「家族」と

いう。）にあっては、住民票を広島県外から広島県内に異動してから１年以上経過し

ていること。 

 ハ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前５号及び次号の規定によ

る助成の対象とされていないこと。 

 ニ 過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ホ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

 ヘ 設備投資額の２分の１以上が、別表第２に掲げる業種に属する事業の用に直接供す

るための設備の新設又は増設に充てられるものであること。 

ト 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条に規定する風俗営業を行っていないこと。 
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⑺ 研究開発機能拠点化事業にあっては次のイからチまでに掲げる要件を備えるものであ

って、知事が指定するもの（以下本則において「指定研究開発機能拠点化事業」とい

う。）を実施し、自ら当該事業場を使用する者 

 イ 事業者が本社機能のうち研究開発部門を広島県内に新設した場合、又は事業者が出

資し研究開発型の子会社を広島県内に新設した場合であること。 

 ロ 本社機能のうち研究開発部門を有する事業場に広島県外から広島県内へ異動した研

究開発者、又は新規雇用研究開発者を合わせて３人以上のものであって、当該事業場

の研究開発者が３人以上増加すること。ただし、国内初立地の外国企業にあっては、

広島県内へ異動した研究開発者又は新規雇用研究開発者のいずれか１人以上とする。 

 ハ 異動した研究開発者及びその家族にあっては、住民票を広島県外から広島県内に異

動してから１年以上経過していること。 

 ニ 当該事業により設置する事業場又は新設等する設備が、前６号の規定による助成の

対象とされていないこと。 

 ホ 過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ヘ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

 ト 設備投資額の２分の１以上が、別表第２に掲げる業種に属する事業の用に直接供す

るための設備の新設又は増設に充てられるものであること。 

チ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する風俗営業を行

っていないこと。 

⑻ ひろしまオフィスプランニング助成事業（短期プロジェクト参加型）を実施する場合

にあっては次のイからヘまでに掲げる要件を備えるものであって、知事が指定するもの

（以下本則において「指定ひろしまオフィスプランニング助成事業（短期プロジェクト

参加型）」という。）を実施し、自らシェアオフィス等又は設備を使用する事業者 

 イ 広島県外から広島県内に移転・分散を検討していること。 

 ロ 広島県内に事業場を設けていないこと。 

 ハ 過去にこの号の指定を受けていないこと。 

 ニ 広島県内のシェアオフィス等に月５日以上入居すること。 

ホ 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。 

ヘ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営

業を行っていないこと。 

⑼ 令和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に県又は県土地開発公社と県営産業

団地等に係る土地売買契約を締結し、当該土地において、製造、販売、試験研究、サー

ビス業等の用に供する事業場であって、助成金を交付することが適当と知事が認めるも

のを設置する事業者 

２ 複数の事業者（リース事業者等を含む。）が共同して指定先端・成長産業集積事業、指

定先端・成長研究開発集積事業、指定大規模産業集積事業、指定産業集積事業、指定地域

活力再生支援事業、指定企業人材転入事業、指定研究開発機能拠点化事業若しくは指定ひ
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ろしまオフィスプランニング助成事業（短期プロジェクト参加型）を実施し、又は前項第

９号に規定する要件を備える事業場を設置する場合にあっては、親会社がその子会社（親

会社にその株式の全てを所有されている子会社に限る。以下同じ。）と共同して当該事業

の実施又は事業場の設置を行うときに限り、これらを一つの事業者とみなし、当該複数の

事業者のうち当該設置する事業場等又は新設等する設備の運営主体となる者を同項各号に

該当する者とすることができる。 

３ リース事業者等と事業場等の運営主体となる者が共同して指定先端・成長産業集積事

業、指定先端・成長研究開発集積事業、指定大規模産業集積事業、指定産業集積事業、指

定地域活力再生支援事業、指定企業人材転入事業若しくは指定研究開発機能拠点化事業を

実施し、又は第１項第９号に規定する要件を備える事業場を設置する場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、いずれの者も第１項各号に該当する者とすることができる。 

 （指定の申請） 

第４条 前条第１項第１号から第８号までの規定による指定（以下単に「指定」という。）

を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる

申請書に同表の下欄に掲げる添付書類を添えて、設置し、又は建設しようとする事業場等

に係る工事に着手する日（指定先端・成長産業集積事業、指定先端・成長研究開発集積事

業、指定大規模産業集積事業、指定産業集積事業、指定地域活力再生支援事業、指定企業

人材転入事業、指定研究開発機能拠点化事業、ひろしまオフィスプランニング助成事業

（短期プロジェクト参加型）（以下「指定事業」という。）において建物の建設を伴わな

い場合にあっては、当該事業に着手する日）の前日までに知事に提出しなければならな

い。 
 

対  象  者 申  請  書 添   付   書   類 

前条第１項第１号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号） 

⑴ 新増設先端工場等建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ その他知事が必要と認める書類 

前条第１項第２号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

２） 

⑴ 新増設先端研究開発施設等建設

計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ その他知事が必要と認める書類 
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前条第１項第３号

又は第４号に該当

する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

３） 

⑴ 新増設事業場建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット化又は

それらに関連する設備投資である

旨の説明書類 

⑺ 市町補助金等の交付の対象とな

る旨の指定等の通知書の写し（別

表第２に掲げる業種以外の業種に

属する事業の用に供するための設

備投資を行う場合に限る。） 

⑻ その他知事が必要と認める書類 

前条第１項第５号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

４） 

⑴ 新増設事業場建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 休止等大規模事業場の事業に関

する取引状況がわかる書類 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ 市町補助金等の交付の対象とな

る旨の指定等の通知書の写し（別

表第２に掲げる業種以外の業種に

属する事業の用に供するための設

備投資を行う場合に限る。） 

⑺ その他知事が必要と認める書類 

前条第１項第６号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

５） 

⑴ 本社機能移転計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象とな

る旨の指定等の通知書の写し（別

表第２に掲げる業種以外の業種に

属する事業の用に供するための設

備投資を行う場合に限る。） 

⑶ その他知事が必要と認める書類 

前条第１項第７号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

６） 

⑴ 研究開発機能拠点化計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象とな

る旨の指定等の通知書の写し（別

表第２に掲げる業種以外の業種に

属する事業の用に供するための設

備投資を行う場合に限る。） 

⑶ その他知事が必要と認める書類 

前条第１項第８号

に該当する者 

奨励指定申請書 

（別記様式第１号の

７） 

⑴ 短期プロジェクト実施計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象とな

る旨の指定等の通知書の写し（対

象とする業種以外に属する事業の

用に供するための設備投資を行う

場合に限る。） 

⑶ その他知事が必要と認める書類 
 
 

（指定書の交付） 

第５条 知事は、指定をするときは、別記様式第２号による奨励指定書を交付するものとす
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る。 

 （助成金の額） 

第６条 第３条第１項の規定による助成金の額は、次の各号の定めるところによる。 

 ⑴ 第３条第１項第１号に該当する者に係る助成金の額は、指定先端・成長産業集積事業 

の設備投資に伴う固定資産税評価額（土地の固定資産税評価額を除く。以下同じ。）

に100分の10（奨励指定申請日の前日から過去５年間に広島県内に工場、支店、営業所

等がない状態で広島県内に立地（以下「県内初立地」という。）の場合は100分の15）

を乗じて得た額とし、同一敷地内の指定先端・成長産業集積事業について、35億円を

限度とする。 

 ⑵ 第３条第１項第２号に該当する者に係る助成金の額は、指定先端・成長研究開発集積

事業の設備投資に伴う固定資産税評価額に100分の10（県内初立地の場合は100分の

15）を乗じて得た額とし、同一敷地内の指定先端・成長研究開発集積事業について、

50億円を限度とする。 

 ⑶ 第３条第１項第３号に該当する者に係る助成金の額は、指定大規模産業集積事業の設

備投資に伴う固定資産税評価額に100分の5（県内初立地の場合は100分の15）を乗じて

得た額とし、同一敷地内の指定大規模産業集積事業について、10億円を限度とする。 

 ⑷ 第３条第１項第４号に該当する者に係る助成金の額は、指定産業集積事業の設備投資

に伴う固定資産税評価額に100分の2（県内初立地の場合は100分の10）を乗じて得た額

とし、同一敷地内の指定産業集積事業について、１億円を限度とする。 

⑸ 第３条第１項第５号に該当する者に係る助成金の額は、指定地域活力再生支援事業の

設備投資に伴う固定資産税評価額に100分の15を乗じて得た額とし、同一敷地内の指定

地域活力再生支援事業について、１億円を限度とする。 

⑹ 第３条第１項第６号に該当する者に係る助成金の額は、指定企業人材転入事業におい

て、次のイからホまでに掲げる額を合計して得た額とし、１事業者あたり１億円を限度

とする。 

イ 第３条第１項第６号に該当する者の代表者（以下、この号において「代表者」とい

う。）が広島県外から広島県内へ異動する場合にあっては、別表第３の第１欄に掲げる

業種及び第２欄に掲げる企業規模の区分に従い、同表の第３欄に掲げる助成額に、当該

代表者の家族の人数に100万円を乗じて得た額を加えた額。 

ロ 代表者が複数広島県外から広島県内へ異動する場合、２人目以降は異動した人数（そ

の家族を含む。）に100万円を乗じて得た額 

ハ 広島県外から広島県内へ異動する常用労働者（役員を含む）及び当該常用労働者（役

員を含む）の家族の人数に100万円を乗じて得た額 

ニ 国内初立地の外国企業の場合、新規雇用常用労働者の人数に100万円を乗じて得た額 

ホ 初期コストに100分の50（中山間地域へ事業場等を移転・分散又は新設する場合にあ

っては３分の２）を乗じて得た額 

⑺ 第３条第１項第７号に該当する者に係る助成金の額は、指定研究開発機能拠点化事業
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において、次のイからホまでに掲げる額を合計して得た額とし、１事業者あたり１億円

を限度とする。ただし、県内に初めて研究開発部門に関する業務施設を広島県外から広

島県内に移転し、又は広島県内に新設する場合にあっては、１年あたり500万円を限度

として研究開発経費に100分の50を乗じて得た額を3年間交付することができるものとす

る。  

イ 広島県外から広島県内へ異動する研究開発者及びその家族の人数に100万円を乗じて

得た額。ただし、カーボンリサイクルに係る研究開発者本人は、当該人数に110万円を

乗じて得た額とする。 

ロ 新規雇用研究開発者の人数に100万円を乗じて得た額 

ハ 初期コストに100分の50（研究開発部門に関する業務施設を広島県外から広島県内の

中山間地域へ移転又は広島県内の中山間地域に新設する場合にあっては３分の２）を乗

じて得た額 

ニ 人材確保経費に100分の50を乗じて得た額 

ホ 研究開発経費に100分の50を乗じて得た額 

⑻ 第３条第１項第８号に該当する者に係る助成金の額は、指定ひろしまオフィスプラン

ニング助成事業（短期プロジェクト参加型）において、シェアオフィス等使用料、オフ

ィス賃借料、通信回線使用料及び初期コストの合計額に100分の50を乗じて得た額を加

えた額とし、１事業者あたり500万円を限度とする。助成の対象とする期間は最大90日

間とし、宿泊費用の助成額については、１泊あたり13,100円を限度とする。 

⑼ 第３条第１項第９号に該当する者に係る助成金の額は、県又は県土地開発公社と締結

した土地売買契約書に定めた売買金額（売買契約書に定められた納付期限内に完納した

額とし、延納利息等他の経費は除く。）に別表第４の第１欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同表の第２欄に掲げる助成率を乗じて得た額とする。 

⑽ 第３条第３項に該当する場合は、リース事業者等に交付する助成金と事業場等の運営

主体となる者に交付する助成金の合計額について、第１号から第８号までに規定する限

度額を適用するものとする。 

⑾ 前各号の規定により計算した額に1,000円未満の端数がある場合には、その端数は、

切り捨てるものとする。 

 ⑿ 第１号から第３号に規定する助成金の額が２億円を上回る場合には、別表第５の第１

欄に掲げる区分に従い、同表の第２欄に掲げる単年度交付限度額を、同表の第３欄に掲

げる交付年限により分配して交付するものとする。 

 （助成金の交付申請） 

第７条 第３条第１項の規定による助成金の交付を受けようとする者にあっては、設置し、

建設し、又は新設、更新等した設備による業務を開始した日から２年以内に、次の表の上

欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる交付申請書（設備投資等の実績に基

づく申請書）に同表の下欄に掲げる添付書類を添えて、知事に提出しなればならない。 

  但し、第６条第７号に規定する研究開発経費にあっては、業務を開始した日から２年以
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内に研究開発を開始したものについて助成金の対象とし、研究開発の開始から２年以内に

交付申請書を提出するものとする。 
 

対  象  者 申  請  書 添   付   書   類 

第３条第１項第１

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号） 

⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

⑺ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第２

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の２） 

⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

⑺ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第３

号又は第４号に該

当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の３） 

⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

⑺ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第５

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の４） 

⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 公害防止対策の概要 

⑷ 助成金対象資産一覧表 

⑸ 対象事業に係る事業実績書 

⑹ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第６

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の５） 

⑴ 本社機能移転実績書 

⑵ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第７

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の６） 

⑴ 研究開発機能拠点化実績書 

⑵ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第８

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の７） 

⑴ 短期プロジェクト実績書 

⑵ その他知事が必要と認める書類 

第３条第１項第９

号に該当する者 

助成金交付申請書 

（別記様式第３号の８） 

⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成対象経費の概要 

⑹ その他知事が必要と認める書類 
 

２ 第３条第１項の規定による助成金の交付を受けようとする者のうち第３条第１項第１号

から第８号までに該当する者（以下「奨励指定者」という。）については、当該助成金

は奨励指定者が行う指定事業の設備投資額のうち支払いを完了した額を対象とする。た
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だし、設備投資額のうち未払いの額（以下「未払い額」という。）が所有権移転ファイ

ナンス・リース取引又は所有権移転ファイナンス・リース取引に準じると知事が認める

取引に係る費用の額であって弁済期が到来していないものについては、この限りでない。 

３ 県営産業団地等に係る延納特約付土地売買契約を締結した事業者であって、設置した事

業場による業務の開始時において当該土地売買契約に係る売買代金を完納していないもの

又は事業用定期借地権設定契約に係る県営産業団地等において業務を開始した後に当該県

営産業団地等に係る土地売買契約を締結した事業者が、第３条第１項第９号の規定による

助成金の交付を受けようとする場合にあっては、第１項の規定にかかわらず、当該売買代

金を完納した日から１年（ただし、県又は県土地開発公社と土地売買代金が20億円以上の

土地売買契約を締結し、当該契約書に定める支払方法により土地売買代金を支払い、か

つ、当該契約書に定める期日までに当該事業場による業務を開始することが確実と認めら

れる場合にあっては、当該契約書に定める各支払期日から１年）以内に、別記様式第３号

の８による交付申請書を知事に提出しなければならない。 

４ 別記様式第３号の８の交付申請書を提出する者が、第３条第１項第１号から第７号まで

の規定による助成金の交付を申請している場合にあっては、第１項の表の下欄に掲げる添

付書類のうち同一の内容と認められるものについては、これを省略することができる。 

 （助成金の交付決定等及び通知） 

第８条 知事は、前条の規定により提出された交付申請書を審査して助成金の交付の決定及

び額の確定を行うものとし、交付の決定及び額の確定をしたときは、速やかにその決定の

内容及びこれに条件を付した場合にはその条件並びに確定額を申請者に通知するものとす

る。 

 （助成金の交付決定等） 

第９条 知事は、第８条の規定による奨励指定者が提出した交付申請書の審査において、助

成金の対象となる費用に未払い額が含まれている場合は、その弁済が確実と見込まれると

きに限り、助成金の交付の決定を行うものとする。 

２ 知事は、前項の規定により交付の決定を行う場合には、奨励指定者が同項に規定する未

払い額の全額を弁済したことを確認した後に助成金（未払い額のある建物又は設備等に対

するものに限る。）を交付する旨の条件を付すものとする。 

３ 第１項の規定により交付の決定を受けた奨励指定者は、未払い額の全額を弁済したとき

は、別記様式第４号による債務弁済完了報告書に弁済完了を証する資料を添えて、弁済を

完了した日から１月以内に知事に報告しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を確認し、弁済を完

了した建物又は設備等に対する助成金を交付するものとする。この場合において、当該助

成金の交付額が２億円を上回る場合は、第６条第12号の規定を適用する。 

（協力工場の育成等） 

第10条 県は、指定事業等を実施する事業者の事業活動の円滑な運営に資するため、協力工

場（事業場等に原材料、部品、資材等を供給する工場をいう。）の育成及びあっせんその
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他必要な措置を講ずるものとする。 

（労働者の確保） 

第11条 県は、指定事業等に係る事業場等の所在地を管轄区域とする地元市町及びその周辺

の市町の協力を得て、奨励指定者が雇用する労働者の確保に努めるものとする。 

 （産業関連施設の整備） 

第12条 県は、地元市町の協力を得て、奨励指定者の事業活動の円滑な運営に資するため、

労働者の住宅、道路、用水施設、港湾等産業関連施設の整備に努めるものとする。 

 （指定事業等の承継） 

第13条 指定事業等を実施する事業者について合併、譲渡、相続その他の事由により変更が

生じた場合は、当該事業者の地位を承継する者が、当該指定事業等を承継できるものとす

る。 

２ 指定事業等について複数の事業者が共同して実施することとなった場合は、親会社がそ

の子会社と共同して当該指定事業等を実施する場合に限り、当該複数の事業者のうち当該

指定事業等の実施主体となる者を前項に規定する事業者の地位を承継する者とみなし、同

項の規定を適用するものとする。 

３ 第１項（前項の規定により適用される場合を含む。）の規定により指定事業等を承継す

る者は、別記様式第５号による指定事業承継届に承継を証する書類を添えて、当該指定事

業等を承継した日（前項の規定により第１項の規定を適用する場合においては、複数の事

業者が共同して当該指定事業等を実施することとなった日）から１月以内に知事に提出し

なければならない。 

 （指示事項の遵守） 

第14条 第３条第１項のいずれかに該当する者（以下「助成対象者」という。）は、知事が

事業報告を求めるなど必要な指示をしたときには、これに従わなければならない。 

 （指定等の取消し） 

第15条 知事は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定又は助

成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

⑴ 正当な理由によることなく指定後又は県営産業団地等に係る土地売買契約の締結後３

年以内に、指定又は助成金の交付に係る事業場等において業務を開始しないとき。 

⑵ 正当な理由によることなく指定又は助成金の交付に係る事業場等において助成金の最

初の交付決定日から３年以内（指定先端・成長産業集積事業、指定先端・成長研究開発

集積事業の場合は１年以内）に当該業務を休止し、又は廃止したとき。 

⑶ 正当な理由によることなく助成金の交付に係る土地を処分したとき。 

⑷ 第３条第１項に規定する要件を欠くに至ったとき。 

⑸ この要綱に違反する行為があったとき。 

⑹ 偽りその他不正の手段により指定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。 

 （助成金等の返還） 

第16条 知事は、前条の規定により指定又は助成金の交付決定を取り消した場合において、
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当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

 （加算金及び延滞金） 

第17条 助成対象者は、第15条の規定に基づく取消しにより助成金の返還を命ぜられたとき

は、その命令に係る助成金の受領の日（助成金が２回以上に分けて交付されている場合に

おいては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、

これに達するまで順次遡りそれぞれ受領した日）から納付の日までの日数に応じ、当該返

還を命ぜられた助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既に納付した額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に

納付しなければならない。 

２ 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったとき

は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した

場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年10.95パ

ーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

３ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者

の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 （他制度との調整） 

第18条 助成対象者に対する国、県又は地元市町が行う制度に基づく措置とこの要綱に基づ

く措置とが重複して適用される場合のこの要綱の適用については、知事が別に定める。 

 （委任） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

   附 則（令和３年４月１日制定） 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に着手する事業から適用する。 

 （指定申請期限の特例） 

２ この要綱の施行の日と同日に着手する者に対する第４条の申請期限については、同条の

規定にかかわらず、当該事業に着手する日までとする。 

 （この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに県若しくは

県土地開発公社と県営産業団地等に係る土地売買契約を締結する事業者及び第４条の規定

による申請書を知事に提出している事業者に係るこの要綱の規定は、なおその効力を有す

る。 

附 則（令和３年８月１日一部改正） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日一部改正） 
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 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月１日一部改正） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 
 

区  分 技     術     分     野 

安心・誇り・挑戦ひ

ろしまビジョンに掲

げる新成長産業の育

成による付加価値創

出に資する技術等

（健康・医療関連ビ

ジネス） 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和35年法律第145号）第２条第１項に規定する医薬品、第２条第

２項に規定する医薬部外品、第２条第４項に規定する医療機器及び同

条第９項に規定する再生医療等製品、福祉用具の研究開発及び普及の

促進に関する法律（平成５年法律第38号）第２条に規定する福祉用

具、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

（平成２１年内閣府令第５７号）第２条第１項第５号に規定する特定

保健用食品、食品表示法（平成２５年法律第７０号）第４条第１項の

規定に基づく食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号）第２条第

１項第１０号に規定する機能性表示食品、創薬研究のための支援・受

託サービス、健康の保持及び増進、介護予防等を通じた健康寿命の延

伸に資する商品又はサービス（診療・介護報酬等の対象となる医療・

介護サービス等を除く）その他健康・医療関連機器・サービス 

安心・誇り・挑戦ひ

ろしまビジョンに掲

げる新成長産業の育

成による付加価値創

出に資する技術等

（環境・エネルギー

産業） 

環境汚染防止分野（大気汚染防止、下水・排水処理 、 土壌・水質 

浄化、騒音・振動防止、環境経営支援、化学物質汚染防止）、地球温

暖化対策分野（クリーンエネルギー利用、省エネルギー化、自動車の

低燃費化、排出権取引）、廃棄物処理・資源有効利用分野（廃棄物処

理・リサイクル、資源・機器の有効利用、長寿命化）、自然環境保全

分野（緑化・水辺再生、水資源利用、持続可能な農林水産業、環境保

護意識向上）に関する技術 

安心・誇り・挑戦ひ

ろしまビジョンに掲

げる新成長産業の育

成による付加価値創

出に資する技術等

（航空機産業） 

航空機工業振興法（昭和33年法律第150号）第２条に規定する航空機

等、航空機部品の生産の効率化・部品の軽量化に資する新たな製造技

術 

ＡＩ・ＩｏＴ・ロボ

ット化その他の先端

技術等 

産業用・業務用・農林関連ロボット、機械・機器に組込むシステム、

次世代自動車（ＰＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶ、クリーンディーゼル等）、鉄

道（リニア関連）、パーソナルモビリティ、その他輸送機器関連の先

端技術、高度道路交通システム（ＩＴＳ）、大規模データセンター、

ゲノム技術、エネルギーの面的利用（ＨＥＭＳ／ＢＥＭＳ／地域レベ

ルＥＭＳ）、高性能電力貯蔵、水素貯蔵・輸送等 

その他知事が特に認めるもの 

 

注  「安心・誇り・挑戦ひろしまビジョン」とは、広島県が令和２年度に、今後の10年間に

おける目指す姿とその実現に向けた取組の方向性を明らかにし、新たな広島県づくりを

推進するために策定したビジョンをいう。 

 



 

 

別表第２（第２条関係） 

１ 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）に規定する次の業種 

分類番号 業    種    名 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

39 

40 

41 

44 

45 

47 

48 

50 

51 

52 

5311 

5411 

5511 

72 

73 

74 

92 

食料品製造業 

飲料・たばこ・飼料製造業（たばこを除く。） 

繊維工業 

木材・木製品製造業 

家具・装備品製造業 

パルプ・紙・紙加工品製造業 

印刷・同関連業 

化学工業 

石油製品・石炭製品製造業 

プラスチック製品製造業 

ゴム製品製造業 

なめし革・同製品・毛皮製造業 

窯業・土石製品製造業  

鉄鋼業 

非鉄金属製造業 

金属製品製造業 

はん用機械器具製造業 

生産用機械器具製造業 

業務用機械器具製造業 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具製造業 

情報通信機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業 

その他の製造業 

情報サービス業 

インターネット付随サービス業 

映像・音声・文字情報制作業 

道路貨物運送業 

水運業 

倉庫業 

運輸に附帯するサービス業 

各種商品卸売業 

繊維・衣服等卸売業 

飲食料品卸売業 

木材・竹材卸売業 

農業用機械器具卸売業 

家具・建具卸売業 

専門サービス業 

広告業 

技術サービス業 

その他の事業サービス業 

 

２ その他知事が特に認める業種 

 

  



 

 

別表第３（第６条関係） 

業種 企業規模 助成額 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 
（卸売業、サービス業を除く） 

中小企業者以外の企業 1,000万円 

従業員51人以上の中小企業 500万円 

従業員50人以下の中小企業 200万円 

卸売業、サービス業 

中小企業者以外の企業 1,000万円 

従業員 21人以上の中小企業 500万円 

従業員 20人以下の中小企業 200万円 

 

 

別表第４ （第６条関係）  

企    業    用    地 助 成 率 

久井工業団地  100分の60 

大朝工業団地、広島臨空産業団地、安浦産業団地 100分の40 

大竹港造成地（晴海地区）、尾道糸崎港（松浜地区）、竹原工業・

流通団地 

100分の25 

広島港造成地（五日市地区、出島地区、廿日市地区） 100分の10 

 

 

別表第５（第６条関係） 

助 成 金 の 額 単年度交付限度額 交付年限 

２億円を超え４億円以下 初年度から２年間 ２億円 ２か年度 

４億円を超え６億円以下 初年度から３年間 ２億円 ３か年度 

６億円を超え８億円以下 初年度から４年間 ２億円 ４か年度 

８億円を超え10億円以下 初年度から５年間 ２億円 ５か年度 

10億円を超え12億円以下 初年度から６年間 ２億円 ６か年度 

12億円を超え14億円以下 初年度から７年間 ２億円 ７か年度 

14億円を超え16億円以下 初年度から８年間 ２億円 ８か年度 

16億円を超え18億円以下 初年度から９年間 ２億円 ９か年度 

18億円を超え20億円以下 初年度から10年間 ２億円 10か年度 

20億円を超え21億円以下 初年度 ３億円、２年目以降 ２億円 10か年度 

21億円を超え22億円以下 初年度から２年間 ３億円、３年目以降 ２億円 10か年度 

22億円を超え23億円以下 初年度から３年間 ３億円、４年目以降 ２億円 10か年度 

23億円を超え24億円以下 初年度から４年間 ３億円、５年目以降 ２億円 10か年度 

24億円を超え25億円以下 初年度から５年間 ３億円、６年目以降 ２億円 10か年度 

25億円を超え26億円以下 初年度から６年間 ３億円、７年目以降 ２億円 10か年度 

26億円を超え27億円以下 初年度から７年間 ３億円、８年目以降 ２億円 10か年度 

27億円を超え28億円以下 初年度から８年間 ３億円、９年目以降 ２億円 10か年度 

28億円を超え29億円以下 初年度から９年間 ３億円、10年目 ２億円 10か年度 

29億円を超え30億円以下 初年度から10年間 ３億円 10か年度 

30億円を超え31億円以下 初年度 ４億円、２年目以降 ３億円 10か年度 



 

 

31億円を超え32億円以下 初年度から２年間 ４億円、３年目以降 ３億円 10か年度 

32億円を超え33億円以下 初年度から３年間 ４億円、４年目以降 ３億円 10か年度 

33億円を超え34億円以下 初年度から４年間 ４億円、５年目以降 ３億円 10か年度 

34億円を超え35億円以下 初年度から５年間 ４億円、６年目以降 ３億円 10か年度 

35億円を超え36億円以下 初年度から６年間 ４億円、７年目以降 ３億円 10か年度 

36億円を超え37億円以下 初年度から７年間 ４億円、８年目以降 ３億円 10か年度 

37億円を超え38億円以下 初年度から８年間 ４億円、９年目以降 ３億円 10か年度 

38億円を超え39億円以下 初年度から９年間 ４億円、10年目 ３億円 10か年度 

39億円を超え40億円以下 初年度から10年間 ４億円 10か年度 

40億円を超え41億円以下 初年度 ５億円、２年目以降 ４億円 10か年度 

41億円を超え42億円以下 初年度から２年間 ５億円、３年目以降 ４億円 10か年度 

42億円を超え43億円以下 初年度から３年間 ５億円、４年目以降 ４億円 10か年度 

43億円を超え44億円以下 初年度から４年間 ５億円、５年目以降 ４億円 10か年度 

44億円を超え45億円以下 初年度から５年間 ５億円、６年目以降 ４億円 10か年度 

45億円を超え46億円以下 初年度から６年間 ５億円、７年目以降 ４億円 10か年度 

46億円を超え47億円以下 初年度から７年間 ５億円、８年目以降 ４億円 10か年度 

47億円を超え48億円以下 初年度から８年間 ５億円、９年目以降 ４億円 10か年度 

48億円を超え49億円以下 初年度から９年間 ５億円、10年目 ４億円 10か年度 

49億円を超え50億円以下 初年度から10年間 ５億円 10か年度 

 

  



 

 

（別記） 

様式第１号（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

 

 年  月  日  

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名                  

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第１号の規定による先端・成長産業集積事業の指定を受

けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

新 増 設 

先 端 工 場

等 の 名 称 

  

新 増 設 

先端工場等

の 所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
  

主たる製品 

（業 種） 

  
  

（          ） 

新 増 設 

先 端 工 場

等 の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

新増設先端

工場等建築

延べ床面積 

㎡ 

新増設先端

工場等操業

開始予定日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
  

新 増 設 に 

要する費用 
  

助成金対象
施設の設置
に 要 す る
費 用 

  

助 成 金 対

象 施 設 の

名 称 

  

 
添付書類 ⑴ 新増設先端工場等建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ 定款及び会社の概要等 

⑺ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑻ 申請時前３年分の営業報告書及び県税について未納がないことを証明する書面 

⑼ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

⑽ リース事業者等と施設の運営主体となる者の共同事業に関する説明書（第３条第３項の

規定を適用する場合に限る。） 

 



 

 

様式第１号の２（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

 

 年  月  日  

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名                   

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第２号の規定による先端・成長研究開発集積事業の指定

を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

新 増 設 

先 端 工 場

等 の 名 称 

  

新 増 設 

先端工場等

の 所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
  

主たる製品 

（業 種） 

  
  

（          ） 

新 増 設 

先 端 工 場

等 の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

新増設先端

工場等建築

延べ床面積 

㎡ 

新増設先端

工場等操業

開始予定日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
  

新 増 設 に 

要する費用 
  

助成金対象
施設の設置
に 要 す る
費 用 

  

助 成 金 対

象 施 設 の

名 称 

  

 

添付書類 ⑴ 新増設先端工場等建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ 定款及び会社の概要等 

⑺ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑻ 申請時前３年分の営業報告書及び県税について未納がないことを証明する書面 

⑼ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

⑽ リース事業者等と施設の運営主体となる者の共同事業に関する説明書（第３条第３項の

規定を適用する場合に限る。） 

 

 

 



 

 

様式第１号の３（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第３号の大規模産業集積事業の規定又は第４号の産業集

積事業の規定による指定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

指定を受け

たい事業注１ 

１ 大規模産業集積事業 

２ 産業集積事業 

事業者区分
注２ 

１ 中小企業者 

２ 中小企業者以外の事業者 

新 増 設 

事 業 場 の 

名 称 

 

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
 

主たる製品 

（業 種） 

 

（          ） 

新 増 設 

事 業 場 の 

工 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

新増設事業

場建築延べ

床 面 積 

㎡ 

新 増 設 

事 業 場 

操 業 開 始 

予 定 日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
  

新 増 設 に 

要する費用 
 

助成金対象

施設の設置

に 要 す る

費 用 

  

助成金対象 

施設の名称 
  

注１ 該当する項目の番号に○印を付けてください。 

注２ 該当する項目の番号に○印を付けてください。なお、リース事業者の場合は、賃貸する事

業者の区分により記入してください。 

添付書類 ⑴ 新増設事業場建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 労働者の雇入れに関する計画書 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット化又はそれらに関連する投資である旨の説明書類 

⑺ 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し（別表第２に掲げる業

種以外の業種に属する事業の用に供するための設備投資を行う場合に限る。） 

⑻ 定款及び会社の概要等 

⑼ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑽ 申請時前３年分の営業報告書及び県税について未納がないことを証明する書面 

⑾ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。）  

⑿ リース事業者等と施設の運営主体となる者の共同事業に関する説明書（第３条第３項の

規定を適用する場合に限る。） 



 

 

様式第１号の４（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第５号の地域活力再生支援事業の規定による指定を受け

たいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

新 増 設 

事 業 場 の 

名 称 

 

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
 

主たる事業 

（業 種） 

 

 

（          ） 

新 増 設 

事 業 場 の 

工 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

新増設事業

場建築延べ

床 面 積 

㎡ 

新 増 設 

事 業 場 

業 務 開 始 

予 定 日 

  年  月  日 

対象となる

休止等大規

模事業場名 

 

新 増 設 

に 要 す る

費 用 

 

助成金対象

の新増設に

要する費用 

 

 

添付書類 ⑴ 新増設事業場建設計画書 

⑵ 機器等整備計画書 

⑶ 公害防止施設説明書 

⑷ 休止等大規模事業場の事業に関する取引状況がわかる書類 

⑸ 対象事業に係る経営計画書 

⑹ 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し（別表に掲げる業種以

外の業種に属する事業の用に供するための設備投資を行う場合に限る。） 

⑺ 定款及び会社の概要等 

 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑻ 申請時前３年分の営業報告書及び県税の納入状況について証明する書面 

⑼ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

 

  



 

 

様式第１号の５（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

 

  年  月  日  

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第６号の規定による企業人材転入事業の指定を受けたい

ので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 
新 増 設 

事 業 場 の 

名 称 

  

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
  

主たる製品 

（業 種） 

  

  

（          ） 

新増設事業

場への移転

時 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

新 増 設 

事 業 場 

業 務 開 始 

予 定 日 

  年  月  日 

移 転 す る 

本 社 機 能 

の 種 類 注 

  

異 動 す る 

雇 用 常 用 

労 働 者 数 

  

異動する代

表者の有無 
    有 ・ 無 

異動する家

族 の 

合 計 人 数 

 

新 増 設 に 

要する費用 
 

助成金対象

施設の設置

に 要 す る

費 用 

  

事業者区分 
１ 中小企業者 

２ 中小企業者以外の事業者 

注 移転する本社機能の種類は、事務所（調査・企画部門、情報処理部門、国際事業部門、その

他管理業務部門）、研修所です。 

 

添付書類 ⑴ 本社機能移転計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し（別表第２に掲げる業

種以外の業種に属する事業の用に供するための設備投資を行う場合に限る。） 

⑶ 定款及び会社の概要等 

⑷ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑸ 申請時前３年分の営業報告書及び県税について未納がないことを証明する書面 

⑹ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

⑺ リース事業者等と施設の運営主体となる者の共同事業に関する説明書（第３条第３項

の規定を適用する場合に限る。） 

 



 

 

様式第１号の６（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第７号の規定による研究開発機能拠点化事業の指定を受

けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

計 画 事 業

場 の 名 称 
  

計画事業場

の 所 在 地 
  

新 設 す る

研 究 開 発

部 門 等 の 

形 態 

 １研究開発部門の設置 

 ２研究開発型子会社の設置 

 ３その他（     ） 

主たる製品 

（業 種） 

   

（          ） 

新 設 す る

研 究 開 発

部 門 等 の 

準 備 期 間 

令和  年  月  日～ 

  

令和  年  月  日 

業 務 開 始 

予 定 日 
令和  年  月  日 

異 動 又 は

新 規 雇 用

す る 研 究

開 発 者 数 

 
人材確保に

要する費用 
  

研 究 開 発

部 門 等 の

新 設 に 要

す る 費 用 

 

助成金対象

施設･設備の

設 置 に 要

する費用 

  

新設する研

究開発部門

等の名称 

  

ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ

に係る研究

及び研究開発者数 

有 ・ 無 

人 

県 内 大 学

等 と の 共

同 研 究 の

有 無 

有 ・ 無 

共同研究予定先 

（            ） 

共 同 研 究 

予 定 期 間 

令和  年  月  日～ 

  

令和  年  月  日 

 

添付書類 ⑴ 研究開発拠点化計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し（別表第２に掲げる業

種以外の業種に属する事業の用に供するための設備投資を行う場合に限る。） 

⑶ 定款及び会社の概要等 

⑷ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑸ 申請時前３年分の営業報告書及び県税について未納がないことを証明する書面 

⑹ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

⑺ リース事業者等と施設の運営主体となる者の共同事業に関する説明書（第３条第３項

の規定を適用する場合に限る。） 

⑻ カーボンリサイクル研究開発計画書（第６条第１項第７号イのただし書きの規定を適

用する場合に限る。） 



 

 

様式第１号の７（第４条関係） 

奨 励 指 定 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第８号の規定によるひろしまオフィスプランニング助成

事業（短期プロジェクト参加型）の指定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

 
 

業 務 内 容 

（ 業 種 ） 
 

移 転 検 討 

本 社 機 能 

の 種 類 注 

 

シェアオフ

ィ ス 等 の 

名 称 

 

シェアオフ

ィ ス 等 の 

所 在 地 

 

シェアオフ

ィス等使用

期 間 

年   月   日～ 

年   月   日 

（   日間） 

シェアオフ

ィ ス 等 を 

使 用 す る  

労 働 者 数 

 

シェアオフ

ィス等使用

料 

  
通 信 回 線 

使 用 料 
  

その他 

初期コスト 
 合計投資額   

注 移転を検討する本社機能の種類は、事務所（調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、

国際事業部門、その他管理業務部門）、研究所、研修所です。 

 

添付書類 ⑴ 短期プロジェクト実施計画書 

⑵ 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し（対象とする業種以外

に属する事業の用に供するための投資を行う場合に限る。） 

⑶ 定款及び会社の概要等 

⑷ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

⑸ 共同事業者に関する説明書（第３条第２項の規定を適用する場合に限る。） 

 

  



 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

  

奨 励 指 定 書 

  

  第    号 

  

（住 所） 
  

氏名又は名称 
及び代表者名 

  

  

  年  月  日付けで申請の奨励指定については、広島県内投資促進助成要綱第５条の

規定により次のとおり指定します。 

  

  年  月  日 

  

広島県知事        □印  

  

１ 指定       事業の対象となる事業場等の所在地及び名称 

（１）所在地 

 

 （２）名 称 

  

２ 実施する措置 

  

３ 奨励指定の条件



 

 

様式第３号（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第１号の規定による指定先端・成長産業集積事業の助成

金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

助成金交付申請額 金        円 

 

奨 励 指 定 
年 月 日 
（変更承認
年 月 日 ） 

 

 

（       ） 

新 増 設
先端工場等
の 名 称 

 

新 増 設
先端工場等
の 所 在 地 

 
主たる製品 
（業 種） 

 

 

（       ） 

新 増 設
先端工場等
の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

新増設先端
工場等建築
延べ床面積 

㎡ 

新増設先端
工 場 等 の 
操業開始日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
 

新 増 設 に 
要 す る 
設備投資額 

 

新 増 設 に 
要 す る 
固定資産税
評 価 額 

 

 

添付書類 ⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

 

 

 



 

 

様式第３号の２（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第２号の規定による指定先端・成長研究開発集積事業の

助成金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

助成金交付申請額 金        円 

 

奨 励 指 定 
年 月 日 
（変更承認
年 月 日 ） 

 

 

（       ） 

新 増 設
先端工場等
の 名 称 

 

新 増 設
先端工場等
の 所 在 地 

 
主たる製品 
（業 種） 

 

 

（       ） 

新 増 設
先端工場等
の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

新増設先端
工場等建築
延べ床面積 

㎡ 

新増設先端
工 場 等 の 
操業開始日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
 

新 増 設 に 
要 す る 
設備投資額 

 

新 増 設 に 
要 す る 
固定資産税
評 価 額 

 

 

添付書類 ⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

 

 



 

 

様式第３号の３（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名              

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第３号の規定による指定大規模産業集積事業の助成金の

交付又は第４号の規定による指定産業集積事業の助成金の交付を受けたいので、次のとおり関係書

類を添えて申請します。 

助成金交付申請額 金        円 

 

交付を受け

たい事業注１ 

１ 大規模産業集積事業 

２ 産業集積事業 

事業者区分
注２ 

１ 中小企業者 

２ 中小企業者以外の事業者 

奨 励 指 定 
年 月 日 
（変更承認
年 月 日 ） 

 

 

（       ） 

新 増 設 

事 業 場 

の 名 称 

  

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  
主たる製品 
（業 種） 

 

 

（       ） 

新 増 設 

事 業 場 

の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

新増設事業
場の建築延
べ 床 面 積 

㎡ 

新 増 設 
事 業 場 の 
操業開始日 

  年  月  日 
新規雇用常

用労働者数 
  

新 増 設 に 
要 す る 
設備投資額 

 

新 増 設 に 
要 す る 
固定資産税
評 価 額 

 

注１ 該当する項目の番号に○印を付けてください。 

注２ 該当する項目の番号に○印を付けてください。なお、リース事業者の場合は、賃貸する事

業者の区分により記入してください。 

 

添付書類 ⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

⑷ 公害防止対策の概要 

⑸ 助成金対象資産一覧表 

⑹ 対象事業に係る事業実績書 

 



 

 

様式第３号の４（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第５号の規定による指定地域活力再生支援事業の助成金

の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

助成金交付申請額 金        円 

 

 

新 増 設 

事 業 場 の 

名 称 

 

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
 

主たる事業 

（業 種） 

 

 

（          ） 

新 増 設 

事 業 場 の 

工 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

新増設事業

場建築延べ

床 面 積 

㎡ 

新 増 設 

事 業 場 

業 務 

開 始 日 

  年  月  日 

対象となる

休止等大規

模事業場名 

 

新 増 設 に 

要した費用 
 

助成金対象

の新増設に

要した費用 

  

 

 

添付書類 ⑴ 事業概要説明書 

⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

⑶ 公害防止対策の概要 

⑷ 助成金対象資産一覧表 

⑸ 対象事業に係る事業実績書 

 

  



 

 

様式第３号の５（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第６号の規定による指定企業人材転入事業の助成金の交

付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

助成金交付申請額 金        円 

 

新 増 設 

事 業 場 の 

名 称 

  

新 増 設 

事 業 場 の 

所 在 地 

  

新 設 又 は

増 設 の 別 
  

主たる製品 

（業 種） 

  

  

（          ） 

新 増 設 事

業 場 へ の

移 転 時 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

新 増 設 

事 業 場 

業務開始日 

  年  月  日 

移 転 し た 

本 社 機 能 

の 種 類 注 

  

異 動 し た 

雇 用 常 用 

労 働 者 数 

  

新 増 設 に 

要した費用 
 

新 増 設 に 

要した費用 

のうち助成

金対象費用 

  

助成金対象 

施設の名称 
 

注 移転した本社機能の種類は、事務所（調査・企画部門、情報処理部門、国際事業部門、その

他管理業務部門）、研修所です。 

 

添付書類 ⑴ 本社機能移転実績書 

 



 

 

様式第３号の６（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日 

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第７号の規定による指定研究開発機能拠点化事業の助成

金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

助成金交付申請額 金        円 

 

事 業 場 の

名 称 
  

事業場の所

在 地 
  

新 設 す る

研 究 開 発

部 門 等 の 

形 態 注 １ 

 １研究開発部門の設置 

 ２研究開発型子会社の設置 

 ３その他（     ） 

主たる製品 

（業 種） 

  

  

（          ） 

新 設 す る

研 究 開 発

部 門 等 の

移 転 時 期 

  年  月  日～ 

  

  年  月  日 

業務開始日   年  月  日 

異 動 又 は

新 規 雇 用

し た 研 究

開 発 者 数 

  
人材確保に

要した費用 
  

研 究 開 発

部 門 等 の

新 設 に 要

し た 費 用 

 

助成金対象

施設･設備の

設 置 に 要

した費用 

  

新設した研

究開発部門

等の名称 

 

ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ

に係る研究 

及び研究開発者数 

有 ・ 無 

人 

県 内 大 学

等 と の 共

同 研 究 の

有 無 

有 ・ 無 

共同研究予定先 

（            ） 

共 同 研 究 

期 間 

令和  年  月  日～ 

  

令和  年  月  日 

共 同 研 究

に 要 し た

費 用 

 

共同研究に

要した費用

のうち助成

対 象 費 用 

 

注 ２回目以降の交付申請で、研究開発経費のみの申請の場合、太線囲み部分の記載は不要 

 

添付書類 研究開発機能拠点化実績書（共同研究に要した費用の支払いを証する書類等を含む。） 

  

 



 

 

様式第３号の７（第７条関係） 
  

助 成 金 交 付 申 請 書 
  

  年  月  日 

 

広 島 県 知 事  様 

 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第８号の規定による指定ひろしまオフィスプランニング

助成事業（短期プロジェクト参加型）の助成金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添え

て申請します。 
 

助成金交付申請額 金        円 

 

業 務 内 容 

（ 業 種 ） 
 

移 転 検 討 

本 社 機 能 

の 種 類 注 

 

シェアオフ

ィ ス 等 の 

名 称 

  

シェアオフ

ィ ス 等 の 

所 在 地 

 

シェアオフ

ィス等使用

期 間 

年   月   日～ 

年   月   日 

（   日間） 

シェアオフ

ィ ス 等 を 

使 用 し た  

労 働 者 数 

 

シェアオフ

ィス等使用

料 

  
通 信 回 線 

使 用 料 
  

その他 

初期コスト 
 合計投資額   

注 移転を検討する本社機能の種類は、事務所（調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、

国際事業部門、その他管理業務部門）、研究所、研修所です。 

 

 

添付書類  短期プロジェクト実績書（支払いを証する書類等を含む。） 

  



 

 

様式第３号の８（第７条関係） 

 

助 成 金 交 付 申 請 書 

 

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

 

広島県内投資促進助成要綱第３条第１項第９号の規定による土地取得費の助成金の交付を受けた

いので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

助成金交付申請額 金          円 

 

事 業 場 

の 名 称 
  

事 業 場 

の所在地 
  

業務の内容   

事 業 場 

の 工 期 

  年  月  日～ 
  

  年  月  日 

事業場の 
建築延べ
床 面 積 

㎡  

事 業 場 の 

業務開始日 
  年  月  日 

新規雇用

常用労働

者 数 

  

事 業 場 

の 設 置 に 

要した費用 

土地の取得に要した費用 そ の 他 の 経 費 

   

  

添付書類 ⑴ 事業概要説明書 

      ⑵ 新増設事業場建屋一覧表 

      ⑶ 新規雇用常用労働者一覧表 

      ⑷ 公害防止対策の概要  

      ⑸ 助成対象経費の概要 

  

  



 

 

様式第４号（第９条関係） 

  

債 務 弁 済 完 了 報 告 書  

  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

  

  年  月  日付け    第  号で交付決定を受けた助成金に係る設備投資額の未払

い額について全額を弁済したので、広島県内投資促進助成要綱第９条第３項の規定により報告します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

注 承継の事実を証する書類を添付すること。 



 

 

様式第５号（第13条関係） 

  

指 定 事 業 承 継 届 

  

  年  月  日  

広 島 県 知 事  様 

住    所 

申請者 氏名又は名称 

及び代表者名               

  

  年  月  日付け    第  号による指定事業を別記のとおり承継したので、広

島県内投資促進助成要綱第13条第３項の規定により届け出ます。 

  

１ 承継した事業場の所在地及び名称 

  

２ 承継の年月日 

  

３ 承継後の操業（研究・業務）開始の年月日 

  

４ 承継の事由 

  

５ 承継後の変更事項 

  

  

  

  

  

注 承継の事実を証する書類を添付すること。 


